




「  」の

　東京の の 割は森林であり、多摩地域と伊豆・
原の島しょ地域には、東京 23 よりも広大な森林が

広がっています。これらの森林は、世 有数の大都市であ
る東京の活動と発展を支え、都民に多くの みをもたらし
てくれています。経験したことのない や の発生な
ど、 動の が深 さを す中で、二酸化炭素を吸
収して地球温暖化の 和に貢献するとともに、 等
を防止する森林の 割は、ますます重要になっています。

　東京をはじめとする全国 地で、 後に造成されたスギ
やヒノキ等の人工林の多くが、まさに今、伐り時、使い時を えています。これらを木材
として利用し、伐採 地に 森林を育てていく「森林 環」は、「カーボン ートラル」、
つまり大 中の二酸化炭素を やすことがない持続可能な営みです。この森林 環を継続
していくには、豊富な知 と経験に基づき、森林に適切な 入れをしていく林業の が

可 です。しかし、担い や高い生産コストなど、林業の経営は として しい
状 にあります。林業に 事する人々が、仕事にやりがいを じ、生き生きと働くことが
できるよう、東京都はこれまでの施策の 長に留まら 、新たな 点から林業の経営力の

化に取り組まなければなりま 。

　この森づくり推進プランは、森林環境 与 の導入や、 ジタル技術の など、東京
の森林・林業を取り く社会情 の 化を まえ、 定しました。公 的機能を高める森
林整備や多摩産材をはじめとする国産木材の 要拡大、生産 と収 の高い林業経営な
ど、持続可能な森林 環の確 と林業の経営力 化に向けて、都が取り組 でいく主要な
施策等を明らかにしたものです。

　 さな 木が、豊かな森林へと育つには、数 年から数 年という長い時間が必要です。
人たちが、 有の財産として り育ててきた森林を、 の世代に健全な で引き継いで

いくために、国産木材の 的な利用など、今を生きる たち一人ひとりの行動が求めら
れます。

　「木の国・ 本」の 生、「木の都市・東京」の実現に向けて、都民の皆さ と に、森
づくりの を広げていきたいと います。皆さ の 的な参加をお いいたします。

令和 3（2021）年 6 月 東京都知事
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の

 の
　現行の「森づくり推進プラン」（以下「プラン」という。）は、 成 26（201 ）年度か
ら令和 （2023）年度までの 10 年間を計画期間としていますが、社会経済情 の 化
に対応するため、必要に応じて見直しを図ることとしています。
　現行プランの策定以 、東京都（以下「都」という。）は、森林の伐採、利用、植栽、
保育を適切に り す「森林 環」を促進するための施策や、林業の担い 確保、木材産
業の振興など、様々な施策に取り組 できました。
　 の後、 成 30 年 11 月には、  2 全国育樹 の東京開催と わ 、森林整備と
木材利用の機運を更に広げていくため、「50 年、100 年 の 東京の森林の将来展望

東京フ スト ジ ン 」（以下「フ スト ジ ン」という。）を策定しました。フ
スト ジ ンでは、花粉の少ないスギ等への植え替えを加 し、花粉の 量を大幅に
少さ ることに加え、「東京の木 多摩産材」（以下「多摩産材」という。）の ラン 化、
新的なスマート林業の確 、木材利用を推進し東京を「木の都市」に生まれ わら る

ことなど、東京の森林や都市における木材利用の を つのメ ージに めて発信して
います。また、 成 31 年 月には「森林経営管理法」と「森林環境 及 森林環境 与

に関する法 」が施行となりました。 こで、フ スト ジ ンの実現や新たな制度
への対応を図るため、プランの 定を行うこととしました。
　都は、プランの 定に ち、令和 2 年 1 月に東京都農林・ 業振興対策 会に対
して「持続可能な森林 環の確 と林業の経営力 化」について 問を行い、都が果たす

き 割などについて、同年 12 月に を受けました。
　本プランは、同 会の と都のこれまでの取組を まえ、東京における森林整備と
林業振興に関し、都が計画期間内に重点的に取り組む施策などを明らかにしたものです。

　本プランは、令和 ３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間の計画と
していますが、社会経済情 の 化に対応するため、必要に応じて計画期間中の見直しを
図ります。
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 多摩町の森林　 御蔵島村の森林　 八 子市の森林

 出 令和２年  東京の森林・林業（東京都）

ha

 計 は 入の関係で わない場 がある。

　
木

多  摩 3  3     

3   3   

33  3 3   

　東京の の の

　

 東 京 の
  東京は、 1, 00 もの人 を有する世 有数の大都市でありながら、 の 割を森林
が占めており、 の は 79,000ha に及 ます。 のうち、多摩地域には 53,000ha の森
林があり、スギやヒノキ等から成る人工林のほか、多様な樹 で 成される 林が広がってい
ます。また、島しょ地域には 林を主とした 26,000ha の森林があり、島ごとに特徴ある景
観を 成し、豊かな生 を育 でいます。

 　東京の の

東京の の
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の 多

の

 出 「地球環境・人間生活に関わる農業及 森林の多 的な機能の評価について」（ 本学術会 ）

景観・ 、学習・ 育、芸術、 ・ 、伝 化、地域 持

産
木材、 料（きのこ等）、
工業原料、工芸材料

多
伝子保全、生物 保全、

生 保全
地球温暖化の 和、
地球の の安定

療 、保 、行楽、スポーツ

水 和、水資源 留、
水量 、水 化

防止、 層 防止、
の他 防止、 防止、

防 、防

和、大 化、快適生活
環境 成（ 防止）

 の多
  東京の森林は、木材を供 するほか、豊かな水源を育み、 の 出を えて都民を から
る重要な 割を果たしています。さらに、都市部に い森林として、 末には多くの人々が自
の しを求めて訪れるほか、子どもたちの環境 育の場や、企業等の社会貢献活動の場としても
利用されており、様々な で都民の生活に貢献しています。

    の多
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下層植生が豊かな
スギ・ヒノキ林

下層植生が した
スギ・ヒノキ林

の 出量が多い
防止機能の 下

に する水の量が少ない
水源 機能の 下

林内が い

下草などが しい

木の が細長い

林内が明るい

下草などが

木の生育が い

森林の多 的機能を高度に発

3  
　多摩地域の山間部や島しょ地域では、産業の ・空 化が されており、 用機会の 出
が 題となっています。このような地域に豊富に する森林を活用する林業は、持続的に 用
を生み出し、地域振興に貢献しています。
　また、スギやヒノキの人工林は、間伐などの適切な 入れを加えることで、 木の生育が く
なり、木材としての が向上するだけでなく、 に い森林となります。加えて、林内に適
度な光が入ることで下草などが し、水源 機能などの公 的機能が向上します【資料 1-2】

【資料 1-3】。
　このように林業は、 用を 出することで地域の活力を 持するとともに、公 的機能の高い
森林を育成することにおいて、 めて重要な 割を担っています。

    の

の

の
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　スギやヒノキの人工林は、 な木材生産に加え、水源 機能や 防止機
能を高めるため、適切な時期に 入れを施す必要があります。

  3  の

通 は 木を 1ha 当たり 2,000 ,000
本植え付けます。

植栽後の 年間、植栽木の生長を げる
草木を刈り います。

木の生長を げるツルや 木を取り除きま
す。

生育に 要な を切り とします。
が少なく、 の太さが 一な 木に生長します。

木の み に応じて、伐採 間引き
することで、 した 木の生長を促します。
利用可能な間伐材は 出して有効利用します。

収 の時期に達した 木を伐採します。
収 する林 は樹 や用 によって異なります。
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 木材 利用
　木材を利用することで、 の収 が木材生産活動に 元され、人工林を伐って利用し、植え替え、
育てていく 環（以下「森林 環」という。）が促されます。森林 環は、 い人工林が生長する

で、温 効果ガスである二酸化炭素を多く吸収し、炭素として 蔵するため、地球温暖化対
策につながります【資料 1- 】。さらに、樹木は木材として利用されている間、 蔵した炭素を二
酸化炭素として大 中に 出することはありま 。よって、 宅や家 などとして木材が利用
されている分だけ、大 中の二酸化炭素量は ることになります【資料 1-5】。また、これらを
やしたときには二酸化炭素が発生しますが、もともと大 中に していたものなので、長期的
に見れば大 中の二酸化炭素量の はありま 。この考え方は「カーボン ートラル」と

われています。また、 料として活用すれば、 の分だけ化 料の使用を らすことができ
ます。このように、木材を利用することは、林業の振興はもとより、地球温暖化の 和に大きく
貢献することになります。
　また、木材を内 に利用することで ラ クス効果が高まるなど、木材や木 空間がもたらす
様々な効果・効能が、 学的に明らかになっています【資料 1-6】。

    

森林は、 くて生長が な時期
に、二酸化炭素を多く吸収します。

出可能な間伐
材は有効利用し
ます。

木材の 時に 出さ
れる二酸化炭素は、森林
が生長する で大 中
から吸収したものです。
よって、長期的に見れば、
大 中の二酸化炭素量の

はありま 。

利用の時期を えた森
林を計画的に伐採・
出することで、木材を
安定的に供 します。

木材は、 宅や家 などに利用されている間は、二酸化炭素
を固定し続けています。よって、都市部で多くの木材を使う
ことは、都市部に森林を造ることに い効果が期待できます。

生長に応じて、施業を適切に実施することで健全な森林が育ちます。

6 森づくり推進プラン



3
東京おもち 美術 ち 木育広場

3
上 座 ホーム上家

   木 の の

   木材 木

「とうきょう森づくり貢献認証制度」【資料 3-19】により都が認証した、二酸化炭素の固定量の例です。

の

木材の りは を 下さ るなど体を ラ クスさ ること 
が明らかになっています。内 を木 化することで の が
向上し、 中の作業効 が高まる 向が確認されています。

木材は たさを じにくく、 れた時の生理的スト スが生じ
にくい材料です。また、 力を和らげる効果もあり、フ ー

ングなど人の体が直 れる用 に適しているといえます。

木材の り成分はスト スを し、 細 の働きを向上さ
ることが報告されています。

内 に使われた木材は、「あたたかい」「明るい」「快適」など
の い印象を与えることが明らかにされています。

木材を内 に用いると、 内空間の 度をある 度一定に保つ
効果があり、 ごしやすい環境づくりが可能となります。

木材に まれる様々な成分は、 物 の吸着や、大 染物
の除 、 菌の効果をもたらします。

木材の い成分による の防除効果が報告されています。
 出 「 学的 ータによる木材・木造建築物の 」（林野 ）

の

の

の

の

の
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 保全林イメージ
 生産林イメージ
 花粉の少ない

　 ヒノキ

 多摩産材を使った木造 宅
 市場に 多摩産材

　都は、 成 30 年 11 月にフ スト ジ ンを策定し、東京における森林整備と木材利用の
未来の を つのメ ージに めて発信しました。 人たちが数 年から数 年の時間をかけ
て り続けてきた森林を、 世代に健全な で引き継ぐため、都はフ スト ジ ンを まえ、
長期的かつ広域的な 野で施策に取り組 でいきます。

　   の東京の の   東京

の 多摩産材の 産 拡大
　 の の
　 大

木材の「 産 」 の  

　 の 「 」
　

の   
　 の多摩産材 「東
　京  「東京 」
　 の 産
　 多摩 の 木
　材産 の

多
　 の 多摩
　 の

多摩 の  の
　 用 産 の
　

 

 

 3

 研修を受ける新 業者
 シカの防 を運 するための ーン
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大
　  
　

の 産
　 産 の
　 産 の

大 東
　京 の 「東京
　 」
　 の

東京 の
　 木材 用
　 産木材の利用 「木の 」
　 の 東京 「木の 」

の木材
　

 森のサテライト フィス（イメージ）
 ツ ークライミング　  子どもたちの植樹体験

⑬
⑭

 6

 7

 ホンジカ  カ シカ  ツキノワグマ  ムササ  アカコ コ

 5

 原村 島の  　　  ツバキの花

 国産木材を使用した建築物
（令和元年 シティ  ル
建築  最 ）

 木
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東京の

   木材 の

  3 の

   の

　

　

　 後の高度経済成長期に 大した木材 要に対応するため、多摩地域においても、 和 30 年代
を中心にスギやヒノキが広く植栽されました。 しかし の後、社会情 の 化とともに、木材の

要は 少し、多摩産材の価 は下 向が続きました。 の結果、木材の 収入だけでは人
工林に適切な 入れを施し、伐採や 造林を行うためのコストが えなくなり、森林 環が
しました。
　このようにして多摩地域の林業は大きな を受け、林業 事者数は 少し、製材業等の 業
が ました。都は、森林 環の促進や、担い の育成、木材産業の振興など、様々な施策に
取り組 できましたが、多摩地域の な地 や、 ・分 的な所有 造等が制 となって、
生産コストの は 分に進 でおら 、林業経営にとって しい状 が続いています。 のため、
多摩地域の人工林には 分な施業が行き ら 、多くは利用されないまま 量が 加し続けて
います。現 は、木材として利用可能な 50 年生以上の人工林が 割を占め、20 年生以下の
い人工林が に少ない林 成となっています。

 出 令和 2 年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）

 出 年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）  出 令和２年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）
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空 ー 計 のイメージ

 空 ー 計 による高 度な地 ータ
  高 インター トやクラ サー ス、 人工知能 など情報通信技術の
  　 が、人々の生活をあら る でより い方向に 化さ るという

　 の

 の
　 入れが 分な森林の整備を進める
ため、 成 30 年 月に森林経営管理法
が成 しました。これにより、森林所有
者の意向により、必要に応じて市町村や
林業経営者が の経営管理を受 できる
ようになりました（森林経営管理制度）【資
料 2-1】。
　この森林経営管理制度を まえ、 成 
31 年３月に「森林環境 及 森林環境
与 に関する法 」が成 し、 市町村
が主体的に森林整備等を進めていくため
の新たな財源が確保されました。 市町
村への森林環境 与 は森林整備や木材
利用等に関する費用、都道 県は森林整
備や木材利用等を実施する市町村の支援
等に関する費用に充てるとされています。

 の 用
　東京の人 は、将来的に 少していくとの があ
り、林業のみなら あら る産業は、担い や
生産活動の などといった が されていま
す。このような中、 、 、 ボ トといった

技術を活用し、 ジタルトランスフ ーメーシ
ン を推進することで、経済発展と社会的 題解 の

を実現していくことが一層求められています。例
えば、 来は人力のみで行っていた作業を、 ジタル
技術を用いて 人化・自動化することで、 力の
や安全 の向上が進み、産業 力の 持・ 化につ
ながります。都は、 成 29 年度に東京の森林の 空

ー 計 を実施し、 地 や資源量に関する高 度
な ータを取得しました。今後、このような ジタル
技術の活用を進め、林業の経営力 化につなげていく
ことが重要です。

   の
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3  の
　新 コ ナ イルス 染 （以下「新 コ ナ」とい
う。）が世 的に拡がり、 染防止と経済社会活動の

を図るため、 々の暮らしにおいて、「新しい生活様 」
の実 が求められるようになりました。 染者 団発生
の となる３ （ 、 、 ）を するため、
テ ワークやテ 会 が に普及しています。これ
に い、都民の 宅時間は 加し、一方で都心の フィ
ス 要には 化がみられています。また、経済社会活動
の による 宅着工 数の 少が されており、こ
のことが多摩地域の林業や木材産業に を及 す可能

があります。

 　
　経験したことのない さや の発生
など、 動がもたらす は深 さ
を しています。 動に関する
間 ル（ P ）が発 した「1.5 特

報告書」では、 温上 をより スク
の い 1.5 に えるためには、2050 
年 に世 全体で 2 出量を実

にする必要 が されています。
　都は、2050 年までに 2 出実

に貢献する ミ シ ン東京を
実現することを し、2019 年 12 月
に「 ミ シ ン東京 」を策定
しました。また、2021 年 1 月、都内
温 効果ガス 出量を 2030 年までに 
50 （2000 年 ）することなどを

明し、2021 年 3 月には 2030 年カー
ボン ーフに向けて必要な社会 の

・ ジ ンを提 した「 ミ シ
ン 東 京 2020 a   R 」
を策定しました。
　このような中、 への備えとともに、 2 の吸収源となる森林の 割がこれまで以上に重要
となっています。適切な間伐等を進めることで森林の健全な生長を促し、 2 の吸収をはじめと
する森林の公 的機能を高めていくことが求められています。

   の の

   の
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はい された多摩産材月に 2 開催される原木市

　

   木 多摩産材の

 多摩 の出町にある多摩木材 ンターは、都内 一の原木市場です。

 主伐事業が始まった 成 18 年度以 、多摩産材の取 量は着実に 加しており、
 　成 29 年度は 18,192 となりました。

 取 量のうち、多摩産材が占める割 は、 成 18 年度の ３割（  2,900 ）から、
 　令和元年度には  8 割（  13,000 ）まで 加しており、 のうち  8 割（  
　11,000 ）は主伐事業で伐採された木材が占めています。

 利用 の
　森林 環の を 景に、都は 成 18 年度から、利用期を えたスギ・ヒノキ林の伐採・ 出と、
花粉の少ないスギ等（以下「少花粉スギ等」という。）への植え替えを行う「主伐事業」【資料 
2-3】を開始し、多摩地域の森林 環の促進と、多摩産材の安定供 を図ってきました。主伐事業
が着実に進む一方で、民間による人工林の伐採・ 出は、今なお しています【資料 2-2】。林
業の経営力を 化し、民間主導による森林 環を目指す取組は道 ばであり、当 の間は主伐事
業の継続が必要と えます。また、利用期を えたスギ・ヒノキ林から する花粉は、花粉
の主な原 となっており、花粉 量を する観点からも、主伐事業は重要な 割を果たして
います。

 出 令和２年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）及 東京都

   多摩木材 木
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少花粉スギ等を植栽

の

　主伐事業とは、都民・企業等による募金や、東京
都が 公財 東京都農林水産振興財団（以下「財団」
という。）に出 する基金を財源として、スギ・ヒ
ノキ林を伐採・ 出し、伐採 地に少花粉スギ等を
植栽することで、花粉の少ない森づくりを進めると
ともに、多摩産材の安定供 と東京の林業の活 化
を図るものです。

森林所有者からの し み等により、財団が市町村
　森林整備計画に定める標準伐期 以上のスギ・ヒノ
　キ林について、境 等の確認や 木の価 を 定す
　るための を行います。

木の価 等について森林所有者の 意を得て、
 　 に基づき財団が 木を い取り、伐採します。

伐採したスギやヒノキは、多摩木材 ンター（原木
 　市場）【資料 2-2】や、財団が管理・運営している
 　 木場に運ばれ、製材業者や 板業者、木 プ
 　メーカー等によって購入されます。

地所有者との に基づき、財団が伐採 地に少
 　花粉スギ等を植栽し、下刈り、除伐、 ち、間伐
 　等の保育を行います。

植栽から 7 年目植栽から 3 年目

東京 産

木

  3 の
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 適切に間伐されている人工林

間伐 により下層植生が している人工林

 
　 和 61 年、間伐 の人工林を中心
に大 な が発生しました。これ
を機に、都は に い健全な人工林
を育成するため、間伐対策として 和 
62 年度から令和元年度までに 計

 19,500ha の間伐を実施しました。
成 1  年度からは、 広 林化を

目的とした整備も加わり、間伐対策と
は に、 計  10,300ha の間伐を実
施しました。
　結果、林道 などアク スが い
スギ・ヒノキ林は整備が進みましたが、
木材の 出が な 所を中心に未だ
整備が行き いていない人工林が っ
ており、森林の多 的機能の 下が

されています。

3  の
　森林整備の推進には、対象となる森林の所有者と境 の が 可 です。しかし、多摩地域
の森林は、所有 ha 以下の森林所有者が ９割を占め、 ・分 的な所有 造である上
に、 数の所有者がいる 有林もあり、登記情報が更新されていない森林も多く見受けられます。
都は 成 21 年度から森林の境 明確化に向けた事業を開始し、令和元年度までに 計 ,100ha 
の森林境 を明確化しました。しかし、所有者の世代 代が進むにつれて、所有者と境 がわか
らない森林は一層 加し、森林整備を進める上で大きな となっていくことが されます。

 出 令和２年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）

     （多摩地域・民有林）

  　　

 3   3    3 3 

 3 3 3   3    

森づくり推進プラン 15

第 

　  

章



材機を操作する技術者

森林作業道を整備する技術者

により主伐を行った人工林

 の
　都内の林業 事者の 数は長らく 少 向が
続いていましたが、都の 働力対策等により、

年は ばいで推移しています。しかし、
多摩地域の森林整備を着実に進めていくには林
業 事者数が今なお しています。
　また、経験年数が少ない林業 事者の割 が
多い一方で、長年の経験と高度な技術を有する
技術者は として少なく、高 化が進 でい
ます。林業は を う作業が多い上に、全産
業 に て年収が く、季 や によっ
て収入が 安定になるため、異業 に する
林業 事者が少なくありま 。
　 地の割 が多い多摩地域では、

材 1 により木材を 出するのが一 的です
が、安全で効 的な の設置や、 材機の操
作には熟練した知 と経験を要し、技術の継
は一 一 にはいきま 。また、車 材

2 を行うためには、森林作業道を整備する技術
が求められますが、同様に技術者の育成が 題
となっています。

1 ワイ ー ープ等の を用いて、 ェーン ーで伐採した 木を空
　　 中に り上げて 場へ収 する作業システム。車 材 ２が し
　　 い 地（30 35 ）や 地（35 ）での伐採・ 出が可能。

2 自 できる機械を用いて、森林作業道や林地を 行しながら伐採から
　　 出までを行う作業システム。

出 国
・林業 業者とは、国 に用いる産業分 において、林業に分 される事業所に する者である
・ 22 年の では、「 本標準産業分 」の 定により、森林組 の事業 業者等これまで「協同
  組 」の 業者に分 されていた者が、新たに林業 業者に まれるようになった

出 令和元年度
　　　東京都林業 働力実
　　　（東京都産業 働 ）

  　 の   の
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造林地に現れるシカ
（造林地に設置したカメラで ）シカによるスギの 木の

 の拡
　 成 16 年 7 月、シカの により 地化した林地が、 中 により を こし、下

に大きな が生じました。都は、 成 17 年度に「東京都シカ保 管理計画」を策定し、市
町村や 県などと連携し、管理 をはじめとする 的なシカ 対策を進めてきました。
　しかし、 事者の 少
や高 化などが原 で、 分
な 数に っていない状

が続いています。以前は
多摩町内の多摩 より が、
シカによる林業 の中心で
したが、多摩地域のシカの分

域が拡大し、現 は植栽木
の や樹 の が
所で確認されるようになって
います。

出 令和２年度東京都シカ管理計画年間実施計画（東京都環境 ）

   　 の 多摩

1 の保 及 管理 に の適 化に関する法 （ 保 法）に基づき、 による生 等への の防止等、特定の目的のため、
　　 都道 県知事等の 可を受けて行う 。

2 保 法に基づき、 を、 期間に、定められた 法で するもの（都道 県知事が実施する 験に し
　　 を受け、毎年度、 者登録をして実施）。

 の
　 年、全国 地で異 象が 、地球温暖化との関連 が指 されています。東京におい
ては、令和元年９月に発生した台  15 が島しょ地域を中心に な と をもたらし、新島、
神津島、三宅島で観 上 の最大 を記録しました。広 で 木が発生し、利島におい
ては、重要な有用広葉樹であるツバキ林も を受けました。さらに同年 10 月には台  19 
が発生し、 な が多摩地域 所で大 な を引き こし、林道など数多くの施設が

しました【資料 2- 】。異 象の 発は今後も続くと されており、 などを防止
する森林の機能の発 が一層求められています。　
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林 道 の

造林地の

工事 了後

山事業による

　令和元年 10 月、台  19 がもたらした により、都内では、 山事業によ
る を要する山 等が 13 か所発生し、林道については 1 6  382 か所
が しました。林業関係者のほか、林道を利用するワサ の所有者等からも
期の を求める声が上がっており、令和３年度現 も 工事を進めています。

 の
　都は、「花粉の少ない森づくり運動」や「とうきょう林業サポート隊」等の活動を通じて、都民
との協働による森づくりを進めてきました。また、主伐事業の植栽や下刈りに対し、企業等から
の支援を募る「企業の森」、多摩地域の森林整備による二酸化炭素の吸収量や多摩産材の利用によ
る二酸化炭素の固定量を認証する、「とうきょう森づくり貢献認証制度」により、企業等との協働
を推進してきました。地球環境・社会・経済の持続 への 機意 を 景に、ＳＤＧｓ が掲げる
目標の達成に に関連する森林に対して、都民や企業等の関心は一層高まっており、このよう
な取組に対し、都民や企業等の参画を更に促していくことが重要です。

     

 持続可能な開発目標（ a a   a  ）は、2015 年 9 月の国連サミ トにおいて採 された「持続可能な開発
　 のための 2030 アジェン 」に まれるもので、持続可能な世 を実現するための 17 の目標・169 のターゲ トから 成されている。　
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御蔵島村の 樹

多摩町の 葉広葉樹林

　 成 29 年度に、500 人のインター ト都 ターを対象に、東京の森林に
どのような機能や 割を期待するかアンケートを行いました。
　水源 や二酸化炭素吸収など、森林の公 的機能への期待が高い一方で、木材
を生産する機能に期待する割 は に留まり、木材を利用することの意義や、
木材に関する情報等が、都民に広く知られていないと考えられます。

 の の多 用
　多摩地域と島しょ地域において、地域の資源である森林
を多様に活用し、都民と森林の関わりを一層深めるととも
に、地域の産業振興に貢献していくことが重要です。
　多摩地域の森林は、都市部に い自 環境として、 イ
キングやト キングの場としての ーズが高く、 歩道
等が数多く し、 末には多くの都民が訪れます【資料 
2-5】。これらの ーズに一層応えていくためには、森林か
らの景観の 持・向上を図る森林整備等が求められます。
　島しょ地域は、 の 割を森林が占め、 島の

や によって特徴的な森林景観が広がっています。島
しょ 自の 樹や固有 が観光資源として 目されていま
すが、森林内に整備されたアク ス道が少なく、活用は一
部に限られています。また、ツバキから採れるツバキ油や、
ツゲ・クワの木工品が特産物となっていますが、これらの
産業振興を図るには、有用広葉樹林の更新や、 造林を着
実に進める必要があります。

   東京の の 都 ターアンケート

  東京の の

出 成 29 年度 インター ト都 ターアンケート
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 林道入間 （ 原村内）

 森林作業道（あきる野市内）

   

   多摩 　

　

 の
　林道は、森林までのアク スを確保し、森林の施業や木材の 出に 可 な基 施設です。都
は市町村と連携して林道の開設を進めてきましたが、 年は 地をはじめとして施工の
度が高い 所の工事が えていることや、林業への関心の 下から森林所有者との 整が しく
なっていることなどにより、開設実 は 少 向にあります。また、 設の林道施設は 化が
進 でおり、通行の安全を確保するための対策が必要
です。
　林道とともに を 成する森林作業道は、主に林
業経営体が整備を行いますが、整備を行う技術者が限
られていることなどが原 で、 年は開設 長が

でいます。

 出 年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）

 出 年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）
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 多摩木材 ンター（原木市場）

 東京都公 書  東京都農林水産振興財団 

多摩産材を使用したこと
があり知っていた 

多摩産材を見たことがあ
り知っていた 

多摩産材という名 の
み知っていた 3

出 成 29 年度 インター ト
　　　都 ターアンケート

 多摩産材の
   多摩産材の

の 多摩産材の利用

　多摩地域の林業経営を 上げするには、
多摩産材の認知度を高め、利用の拡大に
つなげることが重要です。都はこれまで、
関連施設における多摩産材利用や、 宅
展 場における多摩産材 ル スの
設置などを通じて、様々な普及啓発を展
開してきました。
　 の結果、 成 2  年度の都 タ
ーアンケートで 割だった多摩産材の
認知度は、 成 29 年度に ２割まで上

しました。
　しかし として、 割もの都民が

「多摩産材を知らなかった」と してお
り、認知度が 分とは えま 。また、
東京の森林に期待する機能として「木材
生産機能」と した都民は、わ か

であり【資料 2-5】、木材を利用するこ
との意義についても、都民に 分に
していない状 となっています。
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多摩産材を使った木造 宅

3  多摩産材の の拡大
　多摩産材の民間利用は、多品 、少 トの材を必
要とする 宅等の資材が中心です。しかし、都内
の人 は今後 少していくとの があり、新築 宅
において大幅な 要の 加を見 むことは です。
都民の 費の動向などを的確に し、多様な木材
要を拡大していくことが重要です。

　本協 会は、多摩産材を使用した まいづくりを通じて、安全で安心できる 環境の
実現と、持続的な森林資源の 築、 環 社会への寄与を目的に、製材所、工 、設計
事 所、市町村等を会員とし、都が事 と
なって 成 13 年に設 された 意団体です。

　本協 会が民間金 機関や 多摩地域の自 体と
連携し、都民等が多摩産材を 宅に活用した場 、

宅 ーンの金利について、標準金利よりも を
受けることができる制度です。

  3  東京 多摩 の の

 27 までは 計 「国 」による実 値、R2 以 は東京都 計部による 値を基に作成。
未 の 入等により、内 の 計が 数と一 しない場 がある。

R
h . a a . . . . a a 131-02.

東京の木 の
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有明テ スの森 有明ア ーナ

村 ジプラ 国 技場

 木材利用の
　 成 22 年 10 月に施行された「公 建築物等における木材の利用の促進に関する法 」を受
けて、都は 成 23 年 11 月に「東京都公 建築物等における多摩産材利用推進方 」を し、
都の公 建築物等における 的な多摩産材利用に めています。一方、都内の 市町村の木材
利用方 の策定 は、森林環境 与 の 設や都の働きかけにより 々に 加していますが、令
和２年末時点で 35 （22 市町村）であり、全国の策定  93 に い状 です。また、都
内は、建築物の 造に防 上の制限がかかる地域が多いという事情もありますが、国の によ
ると、令和元年度の都内の公 建築物の木造 は .2 と、全国の 13.8 に て くなってい
ます。

2020 年 8 月時点 内 整備前 提供 行 法人 本スポーツ振興 ンター

 

大 のトラスには木材と を組み わ
た部材を使用し、全ての観客 から木の
くもりが じられるようになっていま

す。また、建物の の や 内にも
的に木材を利用しています。

東京  大 木材利用

　東京 2020 大会の運営においては、認証木材の使用など、組 員会が策定した持続可
能 に した 達コー を 重し、 生可能資源の利用を推進しています。

本国内の 63 自 体から提供された木材
を様々な 所に用いています。大会終了後
はこの木材をお りした自 体に し、

ガシーとして活用するプ ジェクトを行
うことで環境負 の を図っています。
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を採用した
東 上 の台

国産木材活用プ ジェクト ーム会 木材利用推進全国会

 東京 木材 の拡大
　国産木材の供 量は、森林資源の充実、 板材料での利用の 加、木 バイ マス発 施設に
おける利用の 加などを 景に、 成 1  年度から 加 向にあります。一方で、木材利用の中
心である 宅分野は、 宅取得の主たる年 層である 30 0 代の人 が全国的に 少し
ていることから、 が見 まれています。 こで国は、木造 が い中・高層建築や 宅建
築における木材 要を拡大するため、建築基準法を し、防 に係る 制を見直すとともに、

能を向上さ た木 部材や 【資料 2-6】等の普及を進めています。
　このような状 において、中・高層建築や 宅建築が 中する東京には、木材 要の拡大を

引する 割が求められています。しかし、都内で中・高層建築の木造化を実現する動きは始まっ
たばかりであり、木造の設計や木 材料に 通した建築 は限られているのが現状です。

   の の

 出 令和元年  森林・林業 書（林野 ）

 令和元年 月、都知事が ー ーを める全国知事会「国産木材活用プ ジェクト ーム」
　 が、「国産木材 要拡大 」を発 しました。

 同年 11 月には、国産木材の 要拡大と林業活 化の実現に向けて、 地の経済同 会、
 　都道 県知事、市町村長が参加する「木材利用推進全国会 」が設 され、都知事が理
　 事に し、全国連携の機運が高まっています。

木材 の拡大

2 森づくり推進プラン



 
   木材 の

 イラスト提供 「建てるのなら、木造で」（公 財団法人 本 宅・木材技術 ンター）

 丸太を や専用機械で切 し、成 した板材や 材をいいます。
 着 等による加工を施さ 製材品のまま利用されるものを「 材」といいます。

材

 丸太を く いた 板を、 毎に を直行さ る で 数 り わ た木材製品です。
 幅広の板を作ることができ、 板の 数に応じて、 さと 度を 整できます。

 

 一定の 法に加工されたひき板（ラミナ）を 数、 方向が 行に
 　なるよう 着した木材製品です。

 い、 り、割れ等が こりにくく 度も安定していることから、
　 宅の 、 、 台等、用 は多 に ります。

 製材品では製造が な長大な用材や、 した用材を作ることが
　 できます。

 年は 成材等の木 部材も開発されています。

材

 い 板を 数、 方向に 行になるように 着した木材製品です。
 高い 法安定 があり、部材毎の 度のばらつきが さいという特徴

　 があります。

（ 板 層材）

 ひき板（ラミナ）を た後、 方向が直 するように 層 着した
　 木材製品です。

 国で建築の 造材などに使用されています。
 本では 成 25 年 12 月に製造 となる （ 本農林 ）

　 が制定されました。

（直 成板）

森づくり推進プラン 25

第 

　  

章



3 　

◆ 都民にとってかけがえのない 有の財産である森林を、 世代に健全な で引き継ぐためには、 
　 林業の によって多 的機能を 分に発 できていない人工林を、将来を見 えて適切に整
　 備していく必要があります。

◆ 林業は として しい経営環境にあることから、整備の推進に当たっては、人工林のおかれ
　 た自 的、経営的な 等を考 し、目指す き の指 を定め、限りある 力や財源等の
　 と 中を図ることが重要です。

◆ 林業が地域振興に貢献する産業として、着実な成長を げるためには、新たな技術の導入によ
　 る生産 の向上とともに、担い の確保と育成が です。また、社会の 化を的確に える
　 ことで多摩産材の利用拡大を図り、林業の収 の向上につなげていくことが重要です。

◆ 東京は木材の一大 費地であり、都内における国産木材の 要拡大を図ることで、東京を む
　全国の林業振興と、森林 環の促進につなげていくことに期待が寄 られています。

◆ 林業や木材産業の関係者だけではなく、森林から を受けている都民や企業等も、森林が持
　 続可能な社会の実現に果たす 割について理解を深め、木材の利用や森林整備への参画など、
　 多 的な森林との関わりを通じて、森づくりの の一員となっていくことが求められます。

◆ このような 点から、以下の つの基 に基づく施策を展開していきます。

の

の

 

 産 の

 多摩産材 産木材の 拡大

 利 用 の 拡 大
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 の の
 　 の多 の

 の の の
 　 の 木材 産
 　 の
 　 の

 の の
 　 の の 多摩 の の
 　

 高 度な森林情報を活用した森林の 分
 森林 環と少花粉スギ等への植え替えの促進
 木材生産に適していない人工林の整備
 所有者と境 の明確化
 適切な保育の促進

 森林経営管理制度の運用における市町村支援
 市町村間の連携の促進

 新 業者の確保と育成
 高度な技術者の育成

 に基づく適切な対策
 シカの管理 と 防除の 化

 山事業等の推進と に い森林の育成
 森林 の防除

  の の

 の

3 の

 の

 の

 の
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◆ 東京の林業を取り く状 は、 として しいことから、全ての森林で木材生産
 　を目指すのではなく、「生産林」と「保全林」に 分することで東京の森林の全体  　 
 　を き、限りある 力や財源を効果的に じていく必要があります。

◆ 置されている人工林の所有者に、木材生産に対する所有林の情報をわかりやすく
 　提供し、整備を促す必要があります。

    の の

▶︎ 「生産林」では、カーボン ートラルの 点を まえ、間伐などの保育とともに、
 　利用期を えたスギ・ヒノキ林の更新と、少花粉スギ等【資料 3-1】への植え替え
 　を促進し、木材の安定的な供 につなげます。

▶︎ 「保全林」のスギ・ヒノキ林は、できる限り自 の 移に ていくための整備を推
 　進し、公 的機能の 進を図ります。

 空 ー 計 によって得られた高 度な森林情報を活用し、森林を、木材生産に適しており
 　林業経営の対象とする き「生産林」と、公 的機能の 進を する き「保全林」に 分
 　します。【資料 3-2】

 上記の 分について東京都森林  クラ システムを介して都の関連部 、市町村、林業
 　経営体等と 有し、連携して森林整備を進めます。

 林業が長期に している現状において、主伐事業の継続がなければ森林 環の 持が で
 　あることから、同事業によるスギ・ヒノキ林の伐採・ 出と、少花粉スギ等への植え替えを継
 　続します。

 主伐事業の継続に当たっては、一 作業システム、コンテナ 、運 用 ーンなど、新たな
 　技術を活用し、施業の安全 と生産 の向上を図ります。加えて、シカによる林業 対策を
　 化します。

 木を安定的に確保するため、都内の 生産者による少花粉スギ等の育 を支援します。
 　加えて、品 や供 量の安定化に向けた生産施設の整備を支援します。

 用 の

 の の

3
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普 通 の ス ギ 少 花 粉 ス ギ

  3  の

成長や通直 、 に対する などの に れた木として ばれたもの

 木材生産に適していない人工林は、 々に自 移に ていくことが望ましいため、 広
 　 林に 導するための間伐等を進め、森林の公 的機能の 進を図ります。

 宅地やライフラインに し、木材の 出が なことで整備が れているスギ・ヒノキ林
 　は、花粉の発生源になるだけではなく、 木等による スクも されます。このため、
 　このような人工林の所 や現状を し、伐採方法や施業の方 を作成した上で、市町村等へ
 　の支援を検討します。

 世代 代が進むにつれて森林の所有者と境 に関する情報の は一層 になると考えら
 　れることから、これらの明確化に取り組む林業経営体への支援を継続します。

 高 度な森林情報を活用して森林の境 を推定し、 する森林所有者間の 整などにおいて
 　活用してもらうことで、境 の明確化に係る作業の効 化を図ります。

 所有者 明の森林について、地域に 通した方の協力を仰 つつ、森林経営管理制度の特例
 　置や、国が進めている関連法の 内容を まえ、適切に対応します。

 林業経営体による間伐や ち等の保育を支援することで、 な木材の生産と森林の多 的
 　機能の向上を図ります。

 林業経営体による間伐材の 出を支援することで、間伐材の有効利用を図ります。

 植栽や保育に係る 来の施業は多くの 力を要するため、自 に応じた植栽の 度化や、
 　下刈り 数の などについて検討することで、施業コストの につなげます。

 木材 産 の

 の

 の

　 行 法人森林 研究所が、都 県と連携して 樹 の中から した品 で、
花粉生産量は普通のスギに て  100 分の 以下です。東京都からは、「 多摩２ 」

「 多摩３ 」「 多摩 1  」が ばれています。

第 

　  

章
3
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 分の設定は、森林の所有者等による整備方 の 定に制 を
　 与えるものではありま 。

 当 分は、 空 ー 計 等による地理情報を基に 上で設定し
　 たものです。木材生産の採 をより 確に するには、現
　 地の などを行い、更に詳細な情報を入 する必要があります。

 当 分は必要に応じて見直しを行います。

の

産 木材生産に適しており、林業経営の対象とする き森林

公 的機能の 進を する き森林
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   3  産 の

森林を、 林と人工林（樹 はスギまたはヒノキとする）に 分します。

林は保全林とします。

防指定地など、法令等により 木の伐採に制限があり、公 的機能の
   発 が される人工林は保全林とします。

人工林の木材生産の適 について、 数の 目から評価を行います。
  【評価 目の例】 からの 、地 、標高、 など

木材生産に適していると評価された 目が多い人工林を生産林とします。

生産林として 出されなかった人工林は保全林とします。

の

この地図は、国 地理 長の 認（ 2 関公 269 ）を得て作成した東京都地 図（ 1 2,500）を使用
（３都市基 1 0 ）して作成したものである。 製を る。
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◆ 森林経営管理制度と森林環境 与 の 設により、森林整備や木材利用に係る都及
 　 市町村の 割が明確化されたため、新たな制度に応じた体制づくりが必要です。

◆ 多摩地域の森林整備を進める上で、森林を有していない都市部の 市町村との協働
 　は大きな支援となりますが、連携している事例は限られています。

     の

▶︎ 森林経営管理制度に基づき、森林所有者の意向を し、森林の 化を図る市町
 　村等を支援することで、これまで 置されていた森林の整備を促進します。

▶︎ 多摩地域の森林整備における 市町村間の連携を促進します。

 森林経営管理制度を運用する市町村間の広域的な連携体制を 築します。さらに、同制度に基
 　づき、森林の経営管理に対する所有者の意向について情報を収 し、意 的な林業経営体への
 　 化を図る市町村の業 を支援します。

 森林経営管理制度の運用に必要となる森林情報を東京都森林Ｇ Ｓクラ システムにより一
 　元的に管理し、市町村や森林組 等と連携して情報の修 ・更新を進めます。

 都がコー ィ ーターの 割を担うことで、多摩地域と都市部の 市町村の取組や ーズにつ
 　いて情報 有を図るとともに、森林整備における 市町村間の連携を促します。

 木材利用のノ が少ない 市町村を支援するため、都のア バイ ーが公 施設の木材利
 　用について や情報提供を行います。さらに、多摩地域の森林・林業の現地 などを通じ
 　て、 市町村に多摩産材の利用を働きかけていきます。

 都内の 市町村が する機会を提供することで、多摩地域の森林・林業や都市部の木材利用
 　の現状について、 方の理解促進を図ります。

 の 用

 の の

3
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中 の森（数 地 ）

中 の森 子自 体験ツアー 中 の森 子自 体験ツアー

中 の森の木材を使ったノベルティグ ズ

「中 の森」のキャラクター

 中 では、地球温暖化対策の一環として、 原村と連携した森林整備を行っています。

 成 18 年から 原村と森林保全活動に関する協定を締結し、 原村内の数 地 、
　 地 、  沢地 及 本 地 の 地 にある森林を「中 の森」として整備しています。

 数 地 の森林では、 の 成により P
　 法人が間伐、下刈り、植栽などの整備を行っ
 　ています。
　 また、 地 、 沢地 及 本 地 の
　 森林では、 葉樹林から広葉樹林への
　 を図ることにより、 原村に本来ある自
 　豊かな森づくりを目指しています。

 これらの森林は、 民等を対象にした「中
　 の森体験ツアー」や「中 の森 子
　 自 体験ツアー」に活用されています。

の

 「中 の森」から生産された木材は、
　 の施設の内 材や公園のベン などのほ
　 か、イベントで するノベルティグ
　 ズなどにも活用されています。

 更に「中 の森寄 金」を設け、 民
 　等からの寄付金を「中 森とみどりの
 　基金」に み て、「中 の森」におけ
 　る活動 の原資として活用しています。
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民による環境学習 みなと 民の森

環 境 学 習 施 設

みなと 民の森の木材を使用した みなと 民の森の木材を使用した椅子

の

 は、地球温暖化対策の一環として、 成 19 年度からあきる野市 にある森林を
 　 り受け、「みなと 民の森」として整備しています。

 間伐等の森林整備が行われているほか、 民を対象にした環境学習・自 観 の場とし
　 て活用されています。

 整備の で発生した間伐材は、 園や
　 中学 等、 有施設の内 材や家 など
　 に利用されるほか、公園の 持管理材料等
　 として の様々な事業で活用されています。

「みなと 民の森」内にある環境学習施設
　 は、植樹や間伐、生物多様 についてなど、
　 様々な環境学習のために利用しています。
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の

森林ボランティア育成講座（間伐）

森林ボランティア育成講座（ ち）

ボランティア団体（森 会）の活動 
道（ ）づくり

い 体 験 イ ャーガイ ツアー

の

 新 は、地球温暖化対策の一環として、あきる野市と連携した森林整備を行っています。
 成 21 年度にあきる野市と森林整備に関する協定を締結し、あきる野市 にある森

　 林を「新 の森・あきる野」として整備しています。
 の事業として植栽や下刈り等の森林整備が行われているほか、 民等を対象にした環

　 境学習・自 体験等の場として活用されています。　

 は、青梅市との 同事業として、 成 22 年度から「森林ボランティア育成講座」
　 を開講しています。当講座は、森林を整
　 備するボランティア活動に必要な知 や
 　技術を学 とともに、 民と青梅市
 　民が森林整備を通じて いの を深め
 　ていくことを目的としています。

 講座を修了した受講生の  5 割の方は、
　 青梅市内で森林整備活動を行う P  法
　 人などに加入し、ボランティア活動を
　 行っています。
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 3    の

 業 会等において、都内の 業に関する情報提供や 対応を行うことで、新 業者の
　 確保を図ります【資料 3-3】。

 新 業したものの、 働環境の しさに理 との たりを じて する林業 事者も多い
　 ため、林業や林業経営体に対する 業 望者の理解促進を図る取組について検討します。

 林業経営体に対し、新 業者の本採用前の 用期間に係る経費を支援することで、新 業
　 者と林業経営体のマ ングを促進します。

 ェーン ー伐 等、基 的な知 や技術を着実に習得していくための研修を実施します。

 林業経営体に対し、福利 生の充実など、林業 事者が安心・安全に働き続けるための 用管
　 理の に向けた取組を支援します。

 材や森林作業道の整備といった高度な技術の習得促進に向けて、 の出町の都有林に
　 整備した育成拠点「東京ト ー ングフ スト」【資料 3- 】を活用し、実 経験を む研
　 修を実施します。さらに、これらの一 的な技術に加えて、開発が進 でいる最新の林業機械
　 を活用した伐採・ 出システムなど、 進的な技術の活用に向けて研修プ グラムの充実を図っ
　 ていきます。 

 林業経営体の 望に応じた専門講師の により、技術習得に向けた を支援します。

 林業に必要となる技能資 等の取得や、技術力の高い林業経営体への出向による技術習得を支
　 援します。

 れた技術者を するなど、技術の習得に対する林業 事者の更なる意 向上のための取組
 　を検討します。

 の

 の

◆ 森林整備の担い となる林業 事者が していることから、新 業者の確保と
 　ともに、木材を安全かつ効 的に伐採・ 出できる高度な技術者の育成が となっ
 　ています。　

▶︎ 必要な林業 事者の確保とともに、 材や車 材など、高度な技術の習
 　得を促進し、利用期を えた人工林の計画的な更新につなげます。

3
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会への出展

新 業者向け研修（ ェーン ー） 新 業者向け研修（座学）

講義などが行われる建

1 「林業 働力の確保の促進に関する法 」に基づき、（公財）東京都農林水産振興財団が都の指定を受けて設置
2 「林業 働力の確保の促進に関する法 」に基づき、 用管理の と事業の 理化に取り組む林業事業体を認定する制度

  3 3 の

  3  東京

　主に東京都林業 働力確保支援 ンター 1 において、林業への 業促進や、林業事業体
の 用管理の ・事業の 理化に向けた支援等を実施しています。

 林業の基 的な知 ・技術を習得するための
 　研修や、林業に必要となる資 ・ の取得に係る費用の 成などを行っています。

 林業への 業を検討している方への情報提
 　供や、 への対応を行っています。

「東京ト ー ングフ スト」は、
 　 材など、伐採・ 出における専門的か
 　つ高度な技術を習得した技術者の育成を図
 　るものです。

 研修生は、都有林を活用して基 を学 だ
 　後、実 の主伐事業地などにおいて実 的
 　な研修を受けることができます。

 林業経営体の 望に応じた専門講師の などを通じて、更なる技術の習得を支援しています。

 林業経営体の経営基 の 化に向けて林業機械の購入・ ンタルに係る費用や、 働安
 　全対策に係る費用などの 成を行っています。また、東京都林業事業体認定 2 を受け
 　るための 続や 書 作成などの支援を行う も設置しています。

の

の

の の
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造林地 に設置した防 防 の資材を運 する ーン

 都の関連部 や研究機関【資料 3-5】等と連携し、林業 の 度に応じて、 や ン
 　サーカメラの設置等を行い、加 動物を的確に します。

 野生動物によって林業 を及 す時期や、造林地への 入経 は異なるため、 れ れの加
　 動物の特 に応じた効果的な対策を検討します。

 都の関連部 、市町村、 会等と れ れの 割に応じて連携し、他地域の取組事例や
　 の研究成果等を活用するなどして、シカの管理 の 化を検討します。

 シカ を受けた主伐事業の造林地を効 的に管理するため、 ーンを活用した 状
　 を進めます。

 防 の設置等、林業経営体等による 防除を支援します。

 管理 を継続してもなお植栽木等に がみられる場 は、主伐事業による防 の設置と
　 造林地の を 化します。あわ て運 用 ーンを用いて防 の資材運 を 力化する
　 などして、防除に係るコスト を図ります。

 

 の の

◆ シカをはじめとする野生動物による林業 が、多摩地域の 地で確認されており、
 　対策が となっています。

     の

▶︎ シカの管理 や、防 等による 防除を 化することで、野生動物による林
 　業 の 少を図ります。

3
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1mm

普通のスギ（ ）と 花粉スギ（ ）の雄花
（普通のスギは、丸い

く

の中に花粉が まっている）
少花粉スギ・少花粉ヒノキ採 園

（カメムシ防除用に い トをかけている）
人工 により作出した

花粉スギの 験地

  3 　 東京の

　公的 験研究機関である東京都農林 研究 ンターにおいて、東京の森林・林業に関
する様々な 験研究が行われています。

 少花粉スギ・少花粉ヒノキの採 園において、 子生産の効 化に向けた研究に取り組 でいます。
 東京特有の生育環境に適する、生長や などに れた 花粉スギの開発を行っています。

 地 や標高などの 地環境に適した植栽樹 の や造林などに関する研究を行っています。

色い細かい 子が花粉

の

の 用

の

生育に適さない環境のため、下部の
葉が で 色化したスギ

（このような地に適した樹 を ）

多摩地域の広葉樹の 伝情報を
解 するための葉の採取

ホンジカによる
（ が られたヒノキの 木）

採取した葉の  解

ツキノワグマによる樹 ンサーカメラに ったツキノワグマ

 野生動物による林業 を するため、直 林業 を及 す ホンジカ、ツキノワグマ
　 に加え、防 を み切るタヌキなどに対しても、有効な対応策を検討しています。
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 自 により し、自 が で二 の れがある森林について、 山事業【資
　 料 3-6】による を着実に進めます。

 化が される 山施設について、 修等による長 化を計画的に進めます。

 の防止など、森林の公 的機能の発 が特に求められる森林について、森林法に基づ
　 く保安林の指定を進めます。

 ーンや ー 計 等を用いて高 度な森林情報を取得し、林業経営において活用を促すこ
　 とで、森林の適切な管理につなげるとともに、 に い森林の育成を図ります。

 森林の を 化する取組について検討し、山地 の未 防止や 期発見による森林の保全
　 につなげます。

 発生時は、市町村や森林組 との連携により、森林や林道の 状 を やかに しま
　 す。また、 入が な 所の には ーン等を活用し、 現場の 等に応じて
　 に対応します。

 マツノマ ラカミキ 等が媒介するマツノ イ ン によるマツ への 、ト ン
　 シャク等 シャク による島しょ地域の 広葉樹への など、これまで都内で
 　度々発生している森林 による森林 について 等を継続します。

 カシノナガキクイムシ等が媒介するナラ れ について、都内の 状 を し市町村等に
　 意 するとともに、 木の伐 除や の樹 入等による防除を支援します。

 の の

 の

◆ 動の により を す山地 から、都民の生 ・財産を る必要があ
　 ります。

     の

▶︎ 山事業や森林 対策による森林の保全とともに、林業経営体等による適切な
 　森林の経営管理を促進し、 に い健全な森林の育成を図ります。

ナラ菌（学名 Raffaelea quercivora）によるナラ ・カシ への

3
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令和元年台 19 による 地の （八 子市内）

大地沢 山工事（町 市内） 山施設（青梅市内）

保健保安林（八 子市内）

  3  

　保安林は、水源の 、 の の他の の防備、生活環境の保全・ 成など、
特定の公 目的を達成するため、森林法に基づき農林水産大 または知事が指定します。
伐採制限や植栽義 が される一方で、 制上の 置等を受けることができます。東
京都では森林 の 25 に 当する  19,300ha が指定されています。

 出 令和２年  東京の森林・林業（東京都産業 働 ）

1 山 と との間の部分 2 を だ山 の 部

  3  の の

成 25 年台 26 による 地の （大島町内）

　 山事業は、森林の 持造成を通じて山地 から都民の生 ・財産を るとともに、
水源の や、生活環境の保全・ 成等を図るものです。

地等の山 1 の安定を目的に、 留工等の施設整備と、
植生を するための植栽工等を実施します。

山 ム等の施設により、 ・ の 防止や山 2 の固定
等を図り、森林の生育基 を確保します。
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購入直後

の

整 備 後

　多摩 の上 域には、安定的に水を生み出す森として、東京都水道 が所有・管理している水
道水源林があります。 の は、東京都と山 県にまたがる  25,000ha と広大な であり、
山 内 の の  3.8 に 当します。

　 時代、 な森が広がっていたこの水源地域一 は、明 新以 、 伐などにより森林
が 地化するなど、 が進 でいきました。水源地の を えた東京 （東京都の前 ）は、

していた国の御料林を り受け、自ら水道水源林として森林管理に着 しました。これ以 、
東京都水道 は 120 年にわたり、植栽、間伐などの管理作業を続けることで、 した山を
ら 、 豊かな水道水源林を り続けています。

　 成 22 年から開始した民有林の公募購入に加え、 成 29 
年からは 内 水 への が特に される  2,000ha 

を「民有林重点購入地域」と 置付け、所有者に 的に を働き け、購入を推進しています。
購入後は、東京都水道 による主体的な管理により間伐や ちなどを行い、水道水源林とし
て な森林へ 生しています。

　都民や企業の水源地保全に対する期待に応えるとと
もに、将来にわたって適切な水源地の保全を行ってい

くため、 成 29 年からは企業などの多様な主体との連携を 化し、水源地保全の活動と重要
の理解促進に取り組 でいます。また、ボランティアの皆さ の協力により、 成 1  年から

民有林の 入れ（間伐や ちなど）を行っている多摩 水源森林隊の活動も継続して取り組
でいます。

の

多

企業の森（ ーミングライツ）
での地 え作業
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2  産 の

 多摩 の の の
　 の の 用 産
　 

 の 用の
　 

 多摩産材 東京 の の
　 用 利用拡大 木材利用 多摩 の
　 の

 整備の推進
 多摩地域に適した施業の検証と普及
 林業における ジタルトランスフ ーメーシ ン

 化の推進
 適切な 働安全対策と 用管理の促進
 多 的経営の促進

 ラン イメージの 築
 効果的な情報発信
 公 施設における利用推進
 民間施設における利用促進

  の

  の の

 3 多 摩 産 材 の 利 用 拡 大

 の
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◆ 林業の生産 を高めるため、 【資料 3-7】の整備を推進するとともに、施業の
　 効 化を進める必要があります。

◆ 施業における 体的負担の や、木材の生産 通の効 化など、更なる経営力

　 化に向けて、 進技術を 的に導入していく必要があります。

 　 の

▶︎ 生産 や安全 の高い施業の普及とともに、 ジタル技術を活用した様々なシステ
　 ムの活用を推進し、林業と木材産業の経営力の向上を図ります。

 市町村と連携し、林道の開設とともに、 設林道の を進めます。

 現状では大 機械の通行に対応していない林道について、拡幅等の高 化を進めます。

 令和元年台  19 により した数多くの林道について、森林所有者をはじめとする利用者
　 等からの要望を まえ、計画的かつ着実に を進めます。

 化が される林道施設について、 修等による長 化を計画的に進めます。

 林業経営体等による森林作業道の整備を支援します。

 現状において多摩地域の林道の多くは大 林業機械の導入が であるため、 車 を用い
　 た伐採・ 出システム【資料 3-8】のように、多摩地域の森林の実情に適した施業の普及を進
　 めます。

 地 えや植栽に係る施業の効 化に向けて、一 作業システムやコンテナ の導入について、
　 検証と普及を進めます。

 多くの 力を要する植栽や保育に係る施業について、自 に応じた植栽の 度化や、下
　 刈り 数の などについて検討し、コストの につなげます。（ 掲）

 林業経営体に対し、 ーンや地上 ー 計 機 など、 ジタル化された高 度な森林情報
 　を取得するための機 の導入を支援します。

 の

 多摩 の

 

3
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 ー 計 等により取得した森林情報を、森林作業道の 定や伐採 出シミ ーシ ン
　 に活用するためのシステム【資料 3-9】を 築し、 ー ーからの要望などを まえて を
　 検討することで、林業経営の 化につなげます。

 木材の生産 通における 情報を 有するためのシステム【資料 3-10】を 築し、素材生
　 産者や製材所等による活用を促すことで、原木の生産管理等の効 化を図ります。

 山間部において Ｐ 等の通信環境を整備し、林業 事者の 働安全対策や 対策に活
　 用することについて、他地域の事例を参考にしつつ市町村とともに検討します。

  3 　 の

は、効 的な森林整備や林業経営に 可 な道 の トワークです。

 の を成す 的な公 施設で、
　 主に大 車 の通行を 定しています。

 一 車 の通行も 定し、ガー ール
　 等の安全施設や を整備しています。

 によっては、生活道 や 時の
　 といった多 的な 割も担っています。

 林道等の を 点とし、森林内により
　 高 度にアク スするための施設です。

 林業経営体が森林施業を行うために利用
　 し、主に林業機械（ トラ ク む）
　 の 行を 定しています。

 経済 を確保しつつ丈 で な 造と
　 することが求められます。

　

 P   a の 。 力かつ長 での 通信が可能な 通信技術。
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を用いた防 資材と
コンテナ の運

３本 コンテナ  ３本

油 材機と操 用 コン

 多摩地域の森林の 割は  35 度を える 地です。このような地 でも生産
 　の高い林業技術を確 するため、 成 26 年度から「東京 コスト林業技術の実証的開発
 　事業」を実施しています。

 様々な高 能林業機械による伐採・ 出システムを検証した結果、 な森林作業道でも効
 　 的に作業ができる 車 による 出間伐などが、多摩地域に適 していることを実証
 　しました。

 中 ーベスタ 1 や大 タワー ー 2 等を用いた皆伐
 　システムについても検証を行ったとこ 、 設林道の幅員
 　や の 重等の から、適用 所は限定的であり、
 　加えて機械の価 が高いことから導入のメ トは さい
 　ことがわかりました。よって現状は、 来の 材機 3 を
 　用いた 材の技術が、多摩地域の林業には必要と
 　えます。

 一 作業システムとは、伐採木の 材に使用する を用
 　いるなどして、伐採と 行または連続して地 えや植栽を
 　行い、 造林に係る経費の を図るものです。

 多摩地域の森林で一 作業システムを検証したとこ 、
 　来の人力のみの作業に 、大幅に 働負担を できる
 　ことがわかりました。

 コン操作が可能な油 材機な
 　ど、 来の機械と同等以上の 能を有
 　し、より安全で に操作ができる林
 　業機械の開発・普及が進 でいます。

 一 作業システムにより 造林を効 的に行うには、伐採
 　の時期に わ て植栽を行うことが必要です。しかし、
 　来から用いられている の植栽適期は、 や に限られ
 　ています。

 コンテナ は、 とは異なり、 があることで ス
 　ト スの を受けにくいと考えられ、 や 以 でも高
 　い活着 が得られると期待されています。

 多摩地域の造林地で とコンテナ の生長を 検証し 
 　たとこ 、植栽後に や を受けた場 、 の後の
 　生長はコンテナ の方が であることが されています。

多摩

  3 　 産

1 木の伐 、 い、玉切り、 作業を一 して行う高 能林業機械
2 来よりも に 材ができる人工支 を 備した移動可能な 材機 3
3 ンジン、動力伝達 置、 ラム（ き取り ）などを備えた イン （ き上げ機）

都内の林業経営体の要望を
取り入れて 整備・開発した

車 の林業機械
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樹 で する ー 光樹 で する ー 光樹 で する ー 光

点 地 で する ー 光

木 ータを用いた 度推定

 

 空 ー 計 により取得した ータを基に、森林の 木 度や 木 の樹高、材 など
 　を推定することができます。

 東京都、市町村等を トワークで結 、森林の所有者や資源量等に関する情報を に 有
 　するシステムです。システムを通じて、森林情報の管理を効 的に行うとともに、施業の
 　化を進める林業経営体に必要に応じて情報を提供することで、林業経営の 化を図ります。

 空 ー 計 は、 空機に 載した ー  
 　スキャナから地上に 数の ー 光を
 　し、樹 や地 から して ってきた
 　 ー 光を解 することによって、標
 　高や地 の 状などを る 量技術
 　です。

 地上から ー を することで得られる林
 　内の３ 元画 から、 木の樹高、 高直 、
 　 がり、材 等を計 し、主伐や間伐の施業
 　計画の作成や、収支見 みのシミ ーシ
 　ンを行うシステムの 築を進めています。

の 用

東京

  3 　 の 用

東京都

市町村

林 業
経営体

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） インターネット

■ 森林情報の閲覧、活用■ 森林情報の管理、更新

   データセンター

林地台帳及び地図、
森林計画図、森林簿
空中写真、路網データ、
レーザ計測データ
など

 ー 計 によって得られる、高 度な地
 　 ータは 施設の や、 計画の作成
 　に活用することができます。
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  3 　 の 用

木材の

材

 出材される木材の情報は、地上からの ー 計 【資料 3-9】や、木材検収システム（
　 した丸太の木 をスマートフ ンなどで し、本数・直 ・材 を に計 するもの）
　 などを用いることで効 的に取得することができます。

 情報を付与した R コー を丸太に 付することでト ーサ ティの管理が可能とな
　 ります。

 上記の情報を 情報システム（クラ ）にア プ ー し、 中や 下の業者と 情
　 報を 有することで、生産管理の効 化を図るシステムの 築を進めています。

スマートフ ンで木 を
し丸太の本数、

直 などを計

丸太毎の 情報を付与した
R コー を 付し、

ト ーサ ティを管理素材生産者

【木材検収システム】
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◆ 都内の林業経営体の多くは ・ 細で、林業 事者への待 が 分とは えな
　 いことから、林業経営体の経営基 を 化することで収 を高め、適切な 働安
 　全対策や 用の安定化につなげる必要があります。

 　 の の

▶︎ 林業経営体の経営の安定・向上を図るとともに、林業 事者が安全に働き続けられ
　 る 働環境の整備を促進します。

 森林経営管理制度を運用する市町村間の広域的な連携体制を 築します。さらに、同制度に基
　 づき、森林の経営管理に対する所有者の意向について情報を収 し、意 的な林業経営体への
　 化を図る市町村の業 を支援します。（ 掲）

 森林経営管理制度の運用に必要となる森林情報を東京都森林Ｇ Ｓクラ システムにより一
　 元的に管理し、市町村や森林組 等と連携して情報の修 ・更新を進めます。（ 掲）

 森林の所有 を する意向がある森林についても情報を し、意 的な林業経営体に必要
 　に応じて情報提供することで、 化を進める取組について検討します。 

 林業経営体による安全 備品の拡充や林業機械等の導入を支援することで、施業の安全 と生
　 産 を高め、林業 事者の の を図ります。加えて 知活動や スクア スメ
　 ントなど、 フト における 働安全対策を支援します。

 林業経営体に対し、福利 生の充実など、林業 事者が安心・安全に働くための 用管理の
　 に向けた取組を支援します。（ 掲）

 木工品の生産や林業体験ツアーなど、森林・林業に関連する事業を 業として経営に取り入れ
　 て収 の向上を目指す林業経営体を支援します。

 経営の多 化に向けて、経営ア バイ ー等を活用する取組を支援します。

 の

 用 の

 多 の

3
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　   3  多摩産材

◆ 木材生産の収 を高め、持続可能な森林 環と林業の経営力 化につなげるため、
　 多摩産材の利用を拡大する必要があります。

 3　多 摩 産 材 の 利 用 拡 大

▶︎ 多摩産材の ラン イメージや、多摩産材を利用することの意義を都民に広めると
 　ともに、 宅や公 施設など、様々な用 において多摩産材の利用を促進します。

 「東京」の知名度を活用したＰＲなど、多摩産材の ラン イメージの 築に向けて取り組む
 　関連団体等の活動を支援します。

 産地認証に留まっている多摩産材の認証【資料 3-11】について、更に 下の木材製品にも認
 　証の取組を広げていくことで、 費者に対する多摩産材の認知度を高めるとともに認証制度の
 　信 の向上を図ります。

 ラン 化には品 への信 も重要であることから、多摩産材の品 の認証に向けた取組を進
 　めます。また、木材の品 向上に向けたきめ細やかな施業を支援します。

 製材所等の施設整備を支援することで、製材品の品 ・ 能の確保を図るとともに、製材加工
 　における生産 を高めていきます。 

 の

 多摩産材認証制度とは、多摩地域で生育し、適 に管理された森林から生産された木材
　 であることを証明する制度です。

 森林所有者、素材生産業者、製材業者等で 成される多摩産材認証協 会が制度を運用
　 しています。

 認証材には、製材所からの出 時に証明書 とシールが 付されます。

ー

ー　

等

3
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 「多摩産材利用拡大フェア」をはじめとするイベントのほか、情報発信拠点「 」【資
 　料 3-12】など、都市部の施設においても継続的なＰＲを行うことで、より多くの施主や設計
 　者等が多摩産材の製品に れ、利用の意義を知る機会を提供します。

 多摩産材情報 ンター【資料 3-13】において、引き続き多摩産材の製品や取 業者に関する
 　情報を し、発信していきます。

 「都民の （ ） 修基本計画」を まえ、都市部において、多摩産材をはじめとする国産
 　木材のＰＲを 化するとともに、木育を体験できる施設の整備を進めます。

 多摩産材の利用が東京の森林の公 的機能を高め、 の 題である地球温暖化対策にも貢献
 　することについて、都民の理解を深めていきます。

 人 少や新 コ ナの 染拡大により経済社会活動の が される中、市場 ーズの
 　化を的確に え、 宅の 造材のほか、内 、 をはじめとする 等において、多摩産材を
 　はじめとする国産木材の利用拡大を図る取組について検討します。

 特定多数が利用する 業施設等における木材利用を支援することで、多摩産材を利用するこ
 　との利点や意義について、都民の理解を深めるとともに、 宅分野における木材 要の拡大
 　につなげます。

 幅広い分野の製品情報を したカタ グを作成し、設計 等に することで、設計 か
 　ら多摩産材の製品が されるよう促します。

 テ ワークの普及、ＳＤＧｓ、健康意 の高まりといった社会の 化に着目し、新たな 点か
 　ら製品の開発や 開 を支援することで、多様な多摩産材 要の拡大を図る取組について検
 　討します。

 引き続き、都有施設等において 的に多摩産材を利用するとともに、木材利用の拡大に向け
　 た機運の 成に取り組 でいきます。

 市町村の関連施設における多摩産材利用に対する支援の拡充を検討します。

 木材利用のノ が少ない 市町村を支援するため、都のア バイ ーが公 施設の木材利
　 用について や情報提供を行います。さらに、多摩地域の森林・林業の現地 などを通じ
　 て、 市町村に多摩産材の利用を働きかけていきます。（ 掲）

 

 利用

 利用
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国産木材（多摩産材）の フィス空間 入

高知県の出展 木県の出展 県の出展

  3  産木材の  「 」

　多摩産材をはじめとする国産木材の魅力を様々な 点から伝える拠点として、令和 2 年 12 
月に （ クシ ン）を開設しました。

  では、都市と森林をつなぐ一つの方法として、 フィスの木 化を提案しています。

 設スペースには、多摩産材を生かしたコン プト家 や内 等を展 しています。

 全国 地と連携することで、多 な企画展や ミナーを開催しています。
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多摩産材利用

多摩産材

多摩産材 多摩産材利用
 

多摩産材

　多摩産材情報 ンターでは、多摩産材の利用拡大と、多摩地域の林業・木材産業の活 化を
目的に、利用者と供 者とのマ ングを行っています。

 多摩産材の製品や 達方法に関する として、多摩産材を取 う業者から収 した情報
 　を基に情報提供します。

 方法は、 への来訪のほか、メール、 にて対応します。 料は 料です。

 多摩産材の広報・PR のために、毎年 多摩産材利用
 　拡大フェア を開催しています。

 製材業者のほか、建築用材・家 ・ ・木工品等
 　のメーカー等、多摩産材を取り う多くの企業や団
 　体が参加し、多摩産材を使いたい方々との が行
 　われています。

  3 3 多摩産材 の

多摩産材
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神 明神 化  

Pa   （木場公園） 八 子

京 あ の森 （ 野市内） R  PR （ 市内）

 参

多摩産材の利用

54 森づくり推進プラン



3   多摩産材 産木材の 拡大

 多摩産材の 産 大 東京の木材
 　

     の 東京 木材 の
　 拡大

 の 木材
 　の拡大 の 木材産 の
 　木材 の 多摩産材の 拡大

 産木材 利用 の 利 木材
 　  

 宅建築等における木材 要の拡大
 木造化や木 化に 通した建築 の 成

 子どもたちへの木育の推進
 大人たちへの木育の推進

 3  木材 の拡大

 3  木 の

 3 の
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木  

◆ 全国の人工林の多くが利用期を え、国産木材の供 量が 加 向にある中、木材
　 の一大 費地である東京に対して、木材 要の拡大を 引する 割が求められています。

 3 　 木材 の拡大

▶︎ 木材を活用した をはじめ、中・高層建築や 宅建築など、これまで木材があま
 　り使われてこなかった分野において国産木材の 要拡大を図り、全国の林業振興と
　 森林 環の促進につなげます。

 や木 部材等を活用した中・大 の木造建築物については、事例の が必要で
 　あることから、これらの設計に取り組む事業者等の支援などにより、都市部の木材 要の拡大
 　を図り、多摩地域をはじめとする全国の森林 環の促進につなげます。

 木 は の れがあるコンク ート ク を代替し、景観向上のほか地域の安全向上に
 　も貢献することから、都の関連施設において 的に木 の設置を進めます。加えて、施設の
 　 を木 化する 市町村、民間事業者等を支援し、木の みの 出を図ります。

 テ ワークの普及とともに、 フィスには社員のコミ ケーシ ンを活 化する機能が一層
 　求められると考えられることから、木材や木造建築が人にもたらす生理的・心理的な効果・効
 　能について、 学的知見を収 し企業等にＰＲするとともに、 フィス等の内 において、国
 　産木材の利用拡大を図る取組について検討します。

 人 少や新 コ ナの 染拡大により経済社会活動の が される中、市場 ーズの
 　化を的確に え、 宅の 造材のほか、内 、 をはじめとする 等において、多摩産材を
 　はじめとする国産木材の利用拡大を図る取組について検討します。（ 掲）

 木材 要の拡大を目指す全国 の連携に  
 　的に参加します。また、 、 クコ
 　【資料 3-1 】などを活用し、 客効果の高い
 　都市部において全国の木材をＰＲします。

 国産木材の利用が持続可能な社会の 成や地
 　球環境の保全に貢献することについて、普及
 　啓発を行います。

 木材 の拡大

3

56 森づくり推進プラン



　

全国 地の事業者が出展 名な建築家や学 経験者による ミナー

　 野わかくさ 園

　　 （世 内）
やな こうじみなみかど   神 明神 化

 コラム（5  ）　　
  

 大 建設会社、建築設計事 所、建築 の大学が数多く まる東京において、木造建築の
 　 進的な事例から技術やノ を学 研修会を開催し、木造建築物の設計・提案ができる建
 　築 の 成を図ります。

 建築 や建築・林業 の学生を対象に、林業の現地を する機会を提供することで、木造の
 　材料や 造に関する知見はもとより、木材利用の意義や林業の現状についても建築 の理解促
 　進を図ります。

 木 木 の

  3 　 の 木材

　「  コ クシ ン（ クコ ）」は、東京をはじめ
とする全国 地の国産木材を活用した建材や家 などの木
材製品展 会です。

 令和元年度は、これまでで最多の 1 都道 県から 268 事業者が参加しました。
令和 2 年度は東京 2020 大会の 期の を受けて中止。

 メインステージでは、 名な建築家や学 経験者による ミナーを開催しました。

 「 シティ  ル建築 」（大都市東京において木材利用の新たな可能 を開 　 　 
　 する 新的・ ル的な建築物 は木 空間を するコンクール）の と受 作品の
　 紹介も行いました。
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学 における森林・林業学習への協力 員を対象にした森林環境 育 ミナー

◆ 代を担う子どもたちに木材や森林に しむ心を育み、子どもたちの心 の健やか
　 な成長にも貢献する木育活動【資料 3-15】の更なる推進が求められています。　

 3 　木 の

▶︎ 子どもたちが利用する施設において国産木材の利用を促進し、森林を り育ててい
　 くことの大切さや、森林整備を担う林業の について、幅広い世代の理解を深め
　 ていきます。

 多摩地域の森林体験や木工 など、保育園や団体等が行う木育活動を支援します。

 木 の空間がもたらす生理的・心理的な効果・効能は、 い 受 を持つ 少期の子どもの健
　 やかな成長に貢献すると考えられることから、子どもが利用する施設において、内 や 等
　 の木 化を支援します。

 「都民の （ ） 修基本計画」を まえ、都市部において、多摩産材をはじめとする国産
　 木材のＰＲを 化するとともに、木育を体験できる施設の整備を進めます。（ 掲）

 国内の森林・林業に関する学習は、主に 学 の社会 で取り われることから、学 に対し
　 て、講師となる専門家を するとともに 材の提供等を行うことで、木育学習に協力します。

 の木 の

 子どもたちへの木育を広めるには、 的に子どもに する りの大人の理解が 可 である
 　ことから、木育が、子どもの健やかな成長につながることについて、 員や保 者にＰＲします。

 員や保 者が、多摩地域の森林・林業の現場を訪れる機会を提供することで、森林・林業の
　 現状について、大人たちの理解促進を図ります。

 大 の木 の

3
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  3  木

　木育とは、子どもから大人までを対象に、木材や木製品との れあいを通じて、木材への し
みや木の 化への理解を深め、材料としての木材の さや、 の利用の意義を学 でもらうため
の活動です。
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 利用の拡大

 東京
　 の
　 の

 の多 の
　 の

 の の
 　 の
 　 の産  

 企業等による森林利用の促進
 都民の森づくり参画の促進

 多様な森林利用の促進

  の

  産

  の
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◆ ＳＤＧｓが掲げる目標の達成に向けて、様々な主体と連携し、森林の保全や持続可
 　能な利用を通じて、地域の環境、社会、経済に貢献していく必要があります。

 　 の

▶︎ 都民や企業等の森づくりへの参画を促進し、社会貢献活動などにおける森林の活用
 　を拡げていきます。

 「企業の森」【資料 3-17】において、企業等の要望に応じて活動内容を柔軟に見直すことなど
　 により、協力関係の継続を図るとともに、より多くの参画を促していきます。

 ＳＤＧｓを目指す企業等の要望や提案を取り入れることで、森づくりにおける新たな協働の枠
　 組について検討し、持続可能で多様な森林利用の拡大を図ります。

 森林整備や木材利用による二酸化炭素の吸収量、固定量を都が認定する「とうきょう森づくり
　 貢献認証制度」【資料 3-19】により、企業等が行う社会貢献活動に協力します。

 利用の

 多摩地域の森づくりに参画することの大切さや、参画する方法について、様々な拠点やイベン
　 トなどを通じて都民に情報発信します。

 熟練した技術者の下で都民が林業を体験し、健全な森づくりに貢献する「とうきょう林業サポー
　 ト隊」【資料 3-18】について、幅広い世代にＰＲし参画を募ります。

 花粉発生源対策を求める都民の声は今後も高まると考えられることから、引き続き都民に対し
　 「花粉の少ない森づくり運動」【資料 3-16】への協力を仰ぐとともに、花粉発生源対策だけに
　 留まらない森づくりの意義について、普及啓発を行います。

 の の

3
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多摩産材を使ったノベルティ

花
粉
の
少
な
い
森
づ
く
り
募
金
箱

　東京都と（公財）東京都農林水産振興財団は、多摩地域のスギ・ヒ
ノキ林を伐採し、少花粉スギ等に植え替える「花粉の少ない森づくり」
を進めています。

 多様な企業や団体等と連携し、都内で様々な PR 活動を行い、募金にご協力をいただいています。

 花粉の少ない森づくりを目的とした募金活動
 　を行っています。

 募金は、花粉の発生源となっているスギ・ヒ
 　ノキ林の伐採や、少花粉スギ等への植え替え
 　などに充てられます。

 企業や団体の皆様に、少花粉スギ等の
 　植栽や保育等に係る費用を寄付してい
 　ただきます。→詳細【資料 3-17】

 花粉の少ない森づくり募金に一定額以上を
 　寄付された全ての方が会員となります。

 活動報告書、会報誌、メールマガジンのほか、
　 森づくりイベントを通じて、多摩の森林へ
 　の理解を深めていただきます。

　上記のほか、暮らしの中で多摩産材を使っ
ていただくことも、花粉の少ない森づくり
につながります。
　地球温暖化防止に貢献しながら、健全な
森を未来に引き継いでいくため、花粉の少
ない森づくり運動に対し、多くの方のご参
加をお待ちしています。

  3  「 の 」の

の

の の 

の

の

東京
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植栽後 3 年目の企業の森

　「花粉の少ない森づくり運動」にご賛同をいただいた
企業や団体の皆様から、森林整備への資金協力をいた
だくとともに、社員やご家族の方の森づくり体験など
に森林を活用していただきます。

　森林所有者、協賛企業・団体、（公財）東京都農林水
産振興財団の三者で協定を締結します。協定の期間は、
花粉の少ない森の整備において最も経費がかかる初期
の 10 年間が基本となります。

　協賛企業・団体の皆様から、「花粉の少ない森づ
くり募金」へのご協力と、植栽や保育等に係る費用
のご負担をいただきます。

 森づくりを通じて環境問題に取り組む企業イメー
　 ジを PR できます。

 森林に名前を付け、現地に看板を設置できます。
 「とうきょう森づくり貢献認証制度」【資料 3-19】

　 による森林整備のサポート認定が受けられます。

  3  の の

の

の

 社会貢献の活動と
　 して報告書などに
　 記載ができます。

 ＳＤＧｓの目標
 　達成に貢献
 　できます。

 社員の研修や、社員のご家族の森づくり体験の場として、森林を利用していただけます。

の

「 の 」の

の の
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　   3  の

　「とうきょう林業サポート隊」は、ボ
ランティアとして、主伐事業の対象林で
植栽や下刈り等の施業に携わり、森づく
りをサポートする活動を行っています。
　活動は、林業の専門家の指導のもとで
行うため、初心者でも安心してご参加い
ただくことができ、令和２年度末までに
1,357 名の方が登録しています。

活動日・人数
毎週水曜日・土曜日 
各回定員 12 名程度

 講師から安全に作業するための説明を受けます。
の 　

の

 サポート隊の車で現場に移動・到着後、作業に当たっての安全講習や準備体操を行います。

 作業開始！活動内容は時期によって異なります。

 作業終了！お疲れ様でした。

作業開始！活動内容は時期によって異なります。

64 森づくり推進プラン



　

　　

木製の椅子づくり体験

草木染めのスカーフ

下刈り体験

苔玉作り体験

  3  

　「とうきょう森づくり貢献認証制度」とは、森づくり活動や多摩産材の利用による二酸化炭素
の吸収量・固定量を数値化して、都が評価認証するものです。

　林業研究グループは、林業経営に係る学習・研究活動、市民への普及啓発活動等を行う団体です。
活動を通して、都民に森林の素晴らしさや林業の大切さなどを伝えています。

 0.1ha 以上の下刈、除伐、間伐による二酸化炭素吸収量を都が認定します。

 子どもたちが楽しめる木工、丸太切り体験や、森林整備
 　が体験できるキャンプイベント等を行っています。

 建築物等に多摩産材を利用した建築主と施工業者等に対して、建築物等に固定されている二
 　酸化炭素量等を都が認証します。

 多摩産材製品の製造者と購入者に対して、製品に固定されている二酸化炭素量等を都が認証します。

 東京都から貢献認証書が授与されます。
 認証マークを広報媒体等に使用できます。
 都が関連するホームページ等により、企業

 　の活動内容などが紹介されます。

多摩産材利用  事例【資料 1-5】

の

の 木 の  草木染め、苔玉作りなど、森林から得られる素材を活用
 　した講座を開催しています。
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の 用 木 の 産

原木シイタケの栽培

◆ 多摩地域と島しょ地域の特色ある森林景観や有用広葉樹を、地域の資源として更に
 　有効活用し、産業振興につなげる必要があります。

 　 産

▶︎ 歩道や園地等の整備を促進し、森林空間の魅力向上を図ることで、観光をはじめと
 　する多様な森林利用につなげます。

▶︎ 森林から生み出される多様な林産物が、持続可能で豊かな地域づくりに一層貢献す
 　るよう、有用広葉樹林の整備を促進します。

 森林空間のもたらす快適さは、観光業に貢献するだけではなく、健康づくりにも効果があるこ
 　とが知られており、福祉や医療分野における活用も期待できることから、眺望を確保するため
 　の森林整備や、園地や案内看板などの設置を計画的に支援します。

 利用可能な資源が限られる島しょ地域において、有用広葉樹から得られる特用林産物は重要な
 　産業のひとつであることから、これらの造林、保育等を行う町村等への支援の拡充を検討しま
 　す【資料 3-20】。

 特用林産物であるシイタケの原木栽培について普及指導を行います。

 多 利用の

3

 原木シイタケの生産には、菌を植え付けるための原木（クヌギ、コナラ、ミズナラなど）が必
 　要となります。都内の原木シイタケ生産者の多くは、他県で生産された原木を使用しています。

 令和 2 年 9 月、青梅きのこ生産振興会、青梅市、地元の農林業機械メーカーが「里山等広
 　葉樹林の整備と活用に関する協定」を締結し、地元の森林を活用することで原木を確保する
 　とともに、森林の整備を進める取組を始めました。

 地元の農林業機械メーカーは、機械や人材の提供
 　のほか、安全講習の開催などを担い、青梅市は森
 　林の所有者の情報提供などを行います。

 ３者の連携により、原木シイタケの生産振興とと
 　もに、森林の整備が進み、地域環境の保全につな
 　がっていくことが期待されます。
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式根島 神引展望台
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産 の

多摩産材 産木材の 拡大

目 現 状

 

　本プランの計画期間内（令和 3 年度から令和 12 年度まで）に達成する き主要な目標
を設定し、 々の施策を着実に推進していきます。

伐採・ 出の高度な技術を有する林業 事者数 5 人  

1 作業 1 につき 5 名体制を基本として 出

多摩産材（丸太）の年間供 量

多摩産材の認知度

都内の 市町村の木材利用方 の策定

20,530 年

19

35

3  

100%

企業等と連携した森づくり 33  

利用の拡大

目 現 状

目 現 状
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の 

基本的 点  効 的な森林整備と安定的な木材供

基本的 点２ 民間が有する力の幅広い活用

産 東京の

 多様で 的な森林整備の推進

２ 効 的な林業経営の実現

３ 東京の木「多摩産材」の利用拡大

 都民や企業等との協働による森づくりの促進

   3 の

　森林法の により、効 的な林業経営を目指す森林経営計画制度が導入されたほか、
公 建築物の木造化と内 の木 化を促進する法 が施行となるなど、森林・林業を取
り く情 の 化を まえ、都は、「東京における持続的な森林整備と林業振興」を目指
して、 成 26 年 3 月に「森づくり推進プラン」を 定しました。
　同プランでは、「効 的な森林整備と安定的な木材供 」と、「民間が有する力の幅広
い活用」という２つの 点に基づき、 題をより効果的かつ効 的に解 するための
つの を て、都民や企業等にも参画していただきながら、施策を展開してきました。
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 森林 分の明確化

 森林整備事業の 築

 島しょの特 に応じた森林整備　

▶︎ 木材生産機能の発 を する「生産林」と、公
 　 的機能の発 を する「保全林」の 分を 設

▶︎ 島しょの有用広葉樹の造林を支援
　・ ツバキ造林 1,015 本

▶︎ シャク など島しょの森林 の防除を支援

▶︎ スギ花粉発生源対策事業の後継事業として森林
　 環促進事業を 築し、スギ・ヒノキ林の伐採と少
　 花粉スギ等への植え替えを継続
　・伐採 226ha
　 （事業開始から R1 年度までの 計 620ha）

▶︎ 造林・保育事業により林業経営体等が行う森林整
　 備や、間伐材の 出を支援
　・植栽 233ha 　  ・下刈 1,829ha
　・ 23ha 　　・間伐 1,823ha

▶︎ 森林 生事業により間伐等を推進し、 入れ
 　の人工林の公 的機能を 進
　・間伐 3,5 3ha

▶︎ 「企業の森」の協定締結を推進
　・協定締結 12 

▶︎ 成 25 年台  26 による伊豆大島の 所
　 を
　・ 山事業 31 か所　・林道事業 11 か所

▶︎ 保安林の指定
　・指定 253ha

▶︎ 山事業により、台 等で した森林を
　・多摩地域 20 か所　・島しょ地域 11  か所

▶︎ 市町村が行う管理 の支援、 県との 同
　 、防 等による防除を実施
　・管理 及 有 1,81  

 スギ花粉発生源対策の着実な
 　実施と伐採更新の推進

 植栽や保育の推進

 企業等からの支援の拡大

 伊豆大島の

 保安林の適 な管理

 山事業の着実な推進

 シカ への対策

戦略  　多 の
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 林道の整備促進

 森林作業道の整備促進

 コスト に資する伐採 出
 　システムの確

 植栽や保育におけるコスト
 　 の検証

 高 能林業機械の導入推進

▶︎ 林道の開設に加え、 林道の拡幅等による高
 　 化を推進
　・林道開設 7.8

▶︎ 造林・保育事業により、林業経営体等による森林
 　作業道の整備を支援
　・森林作業道整備 .1

▶︎ 東京 コスト林業技術の実証的開発事業によ
 　り、多摩地域に適した施業システムを実証

▶︎ 林業経営体等の高 能林業機械の導入を支援

▶︎ 林業経営体等の森林経営計画の 期策定を支援
　・都内認定 12,23 ha
　（事業開始から R1 年度までの 計）

▶︎ 施業 化の基 情報となる林地台 の原案を整
 　備し、市町村に提供

▶︎ 林業経営体が行う森林境 の明確化を支援
　・境 明確化 2,576ha

▶︎ 林業経営体の 望に応じた技術者を するほ
 　か、 進事業体への出向を支援

▶︎ 新 者の り上げ費のほか、本採用前の
 　 採用に係る経費を し、新 業を促進
　・新 業者数 78 人

▶︎ 新 業者から高度技術者までを対象とした体
 　的な研修を実施

▶︎ 保 や 金 済の 金等を し、林業経
 　営の基 化を支援

 森林経営計画の策定促進

 施業 化の推進

 森林境 の明確化

 化を担う人材の育成

 新 業者の確保支援

 多様な主体との連携による育成

 森林作業道整備を担う技術者
　 の育成

 伐採 出を担う技術者の育成

 林業事業体の体力 化

戦略  　 の
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 都の 利用

 市町村による利用拡大　

▶︎ 東京 2020 大会の関連施設等に 的に多摩産
 　材を使用
　・都関連施設における利用 10,683 

▶︎ 市町村施設における多摩産材利用を支援
　・ 市町村施設における利用 1,6 7 

▶︎ 宅展 場に多摩産材の ル スを設置し、
 　定期的にＰＲイベントを実施

▶︎ 多摩産材の新たな 要を 出する内 材や家 等
 　の新製品開発を支援

▶︎ 下水道 と連携し、木 バイ マスと下水 の
 　 事業を実施

▶︎ ＰＲ効果の高い 業施設等における多摩産材利用
 　を支援
　・ 成施設数 13 施設

▶︎ 多摩産材の木製品展 会や、全国の地域材製品の
 　展 会（ クコ ）を開催

▶︎ 「多摩産材情報 ンター」を開設し、利用者と供
 　 者をコー ィ ート
　・ 対応実 1,655 

▶︎ 主伐事業で 出した木材の安定的な 通経 を確保

▶︎ 森林管理認証や 認証の取得を支援

 宅での 的な多摩産材利
 　用の推進

 製品開発の推進

 木 バイ マス ルギーの
 　地産地

 企業と連携したＰＲ

 様々な機会を活用した多摩産
 　材利用拡大ＰＲ

 情報提供 の設置

 新たな供 体制の 築

 品 及 供 能力向上への
 　支援

 子供たちが利用する施設での
 　 的な多摩産材利用

 学 等への出前講座

 木と れあう機会の提供

 都市部の子供たちによる森林
 　体験

戦略 3 　東京の木「多摩産材」の利用拡大

▶︎ 保育園等の木 化や、木育活動を支援

▶︎ 東京の森林・林業や、木を使うことの大切さを伝
 　えるインター ト 材及 指導用資料を作成、
　 公開

▶︎ 木工・工作コンクールを実施

▶︎ 東京の森林・林業や、多摩産材の生産から利用ま
 　での を学 現地体験ツアーを実施
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  の

▶︎ 多摩産材情報 ンターや様々なイベント等を通じ
 　て、都市部の 民に情報を発信
▶︎ とうきょう森づくり貢献認証制度により企業等と
 　の協働を推進
　・森林整備サポート認証 33 
　・多摩産材製品認証 33 （228 製品）
　・建築物等認証 27 
　  （事業開始から R1 年度までの 計）

 都市部 民への情報提供

 「とうきょう森づくり貢献認
 　証制度」の充実

 都民の森づくりへの参画を促進

 「花粉の少ない森づくり運動」
 　の推進

 森林ボランティア活動の実施

 協働の拠点の設置

戦略 の の

▶︎ 他 の事業と連携したＰＲや、民間団体とのコ
 　ラボ ーシ ン等により「花粉の少ない森づく
 　り運動」を一層拡大
　・募金金額 2 0,535 

▶︎ 「とうきょう林業サポート隊」を募 し、都内の
 　森林で定期的に活動
　・登録者 数 1,06  名
　・活動開催 397 
 　 （事業開始から R1 年度までの 計）
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